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忽縞冩俐亅薦字更議宥岑	 JITCO からのお知らせ 
 

― 購噐擦孚・翌忽繁鞠村屬苧慕・贋孵議隠砿 ―
 
 
１ 擦孚 
(1)秘砿隈号協,勣扮械亊揮擦孚（徽頁,壓亊揮翌

忽繁鞠村屬苧慕議秤趨和,夸音壓緩㍉。）(23
訳1㍻）才秘忽蕪臥郊、少賀吉壓堕佩岼夭扮,
勣箔竃幣擦孚扮議竃幣吶暦(23訳2㍻)。 

(2)宸㍻号協頁葎阻軸扮嫺燐嗤購壓藻議翌忽繁,
壓藻議栽隈來嘉嬬序佩彿鯉翌試強,頁倦離郡
鞠遜･壓藻俯辛現揮議訳周,翌忽繁勣亊揮擦
孚,嗤幡㍉議屓軒字購勣箔竃幣扮駅倬羨軸竃
幣。 

(3)総翌,23訳1㍻議徽慕号協,喇噐翌忽繁鞠村屬
苧慕議芝墮並㍻頁卆象擦孚吉芝墮並㍻,侭參
亊揮翌忽繁鞠村屬苧慕扮,音勣箔嗤亊揮擦孚
吶暦。 

 
 
 
 
２ 翌忽繁鞠村屬苧慕 
(1)翌忽繁鞠村隈号協,勣扮械亊揮翌忽繁鞠村屬

苧慕(13訳1㍻)才秘忽蕪臥郊、少賀吉壓堕佩岼
夭扮,勣箔竃幣翌忽繁鞠村屬苧慕扮議竃幣吶
暦(13訳2㍻)。 

(2)宸㍻号協,麼崋吉嚥貧峰1岻 (2)芝墮㌢揖,勣
箔嗤亊揮吶暦。 

 
３ 擦孚･翌忽繁鞠村屬苧慕議隠砿 
(1)梓孚貧峰1式2,喇噐室嬬糞楼伏嗤扮械亊揮擦

孚才翌忽繁鞠村屬苧慕議吶暦,侭參駅倬云繁
徭失隠砿。咀遇,音嬬咀葎室嬬糞楼伏毅伉瓜義
･凖払吉,遇贋慧壓酌興砿尖妖悶･糞楼糞仏字
更吉。酌興砿尖妖悶･糞楼糞仏字更吉音砿嗤奕
劔議尖喇匆音嬬隠砿,飛隠砿議三,載嗤辛嬬氏
瓜弖梢離郡隈舵。 

(2)箭泌:酌興砿尖妖悶､糞楼糞仏字更吉,貫室嬬
糞楼伏辺函擦孚參式翌忽繁鞠村屬苧慕,序佩
隠砿扮,繍恬葎音屎輝佩葎鞭欺唯峭5定俊辺室
嬬糞楼伏議侃沓(鞠遜蕪臥炎彈)。 

 
 
 
 
４ 贋孵議隠砿 

咀葎贋孵頁室嬬糞楼伏議叫廉,侭參駅倬徭失
隠砿。匆音嬬咀葎室嬬糞楼伏毅伉瓜義･凖払吉,遇
贋慧噐酌興砿尖妖悶･糞楼糞仏字更。 

緩翌,壓砿尖･隠砿贋孵圭中,室嬬糞楼伏毅伉
瓜義･凖払議三,萩編彭勣箔酌興砿尖妖悶･糞楼糞
仏字更譜崔匯倖嬬貧迄議譜姥吉。 

 
 

 
― 旅券・外国人登録証明書・ 

預金通帳の保管について ― 
 
１ 旅券 
(1)入管法では、旅券の常時携帯（ただし、外国人登

録証明書を携帯する場合は、この限りでない。）
（23条1項）と入国審査官、警察官等がその職務
の執行に当たり、旅券の提示を求めたときの提示
義務（23条2項）を定めています。 

(2)この規定は、在留する外国人について、在留の合
法性、資格外活動の可否、上陸・在留の許可に付
された条件に違反していないかどうかを即時的
に把握するために外国人は、旅券を携帯し、権限
ある官憲の提示要求があったときは直ちにこれ
を提示しなければならないこととしたものです。

(3)また、23条1項のただし書きは、外国人登録証明
書の記載事項が旅券等の記載事項に基づいてい
ることから、外国人登録証明書を携帯するとき
は、旅券の携帯義務は課されないことを規定して
いるものです。 

 
２ 外国人登録証明書 
(1)外国人登録法では、外国人登録証明書の常時携帯

（13条1項）と入国審査官、警察官等がその職務
の執行に当たり外国人登録証明書の提示を求め
たときの提示義務（13条2項）を定めています。

(2)この規定は、上記1の(2)に記載と同一の趣旨等か
ら携帯義務を課しているものです。 

 
３ 旅券・外国人登録証明書の保管 
(1)上記１及び2のとおり、旅券と外国人登録証明書

は、技能実習生が常時携帯する義務があることか
ら、本人が自ら保管する必要があります。したが
って、技能実習生は盗難・紛失等の心配があるか
らといって監理団体・実習実施機関等に預けては
いけません。監理団体・実習実施機関等はいかな
る理由があっても預かることができませんし、預
かると法律違反に問われることにもなりかねな
いからです。 

(2)例えば、監理団体、実習実施機関等が旅券や外国
人登録証明書を技能実習生から取り上げて保管
していた場合は、不正行為として5年間の受入れ
停止処分を受けることとなります（上陸審査基
準）。 

 
４ 預金通帳の保管 

預金通帳は技能実習生のものですから自ら保管す
る必要があります。技能実習生は、盗難・紛失等の
心配があるからといっても監理団体・実習実施機関
に預けてはいけません。 
なお、技能実習生が預金通帳を管理・保管するに

あたり盗難・紛失の心配があれば監理団体・実習実
施機関に、施錠などができる設備を設けるなどの要
望をしてみてください。 




